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具体的な内容

妥当性 Ａ

災害対策基本法に基づく市地域防災計画により、防災
資器材の整備や避難所の整備、災害発生時における対
応に備えます。可能な限りの備えをハード、ソフト両面か
ら、総合的かつ計画的に取り組むことで地域防災力を向
上させる必要があります。

有効性 Ａ

各避難所の整備や防災行政無線の整備により防災対
応力の向上や、地域防災訓練や出前講座により防災意
識の向上を行い、防災・危機管理体制が強化されてい
ます。

効率性 Ａ

地域防災力を向上させるため、自助、共助、公助の役割
を明確にし、事業者や地域と連携した防災対策を進めて
います。防災資器材や施設の整備にあたっては補助制
度等や起債を活用し、コスト縮減に取り組んでいます。

妥当性 Ａ
東日本大震災では、被害が甚大であり、当市でもいまだ
に避難生活を行っている避難者が多数いるため、引き
続き情報提供などの支援の必要があります。

有効性 Ａ

被災者支援等は避難生活の長期化、被災者の分散化
や多様化等に伴い、被災者に対する健康・生活支援が
重要な課題となっています。今後は避難者の自立を促し
ていく必要もあります。

効率性 Ａ
全国避難者情報システムの運用と、避難者への情報提
供等が主であり、費用は要しません。

妥当性 Ａ

災害対策基本法第８条第２項第１３号により、災害の発
生の予防と災害の拡大を防止するため、自主防災組織
の育成による防災活動の環境整備、その他市民の自発
的な防災活動を促進しています。また、いまだ自主防災
組織を設立していない自治会も多く、市民の防災意識を
高める上でも継続して実施していく必要があります。

有効性 Ａ

防災資器材の購入や防災訓練の実施経費に対して助
成することで地域防災力が向上しています。また、増加
傾向にある自主防災訓練の開催や自主防災組織の結
成は、この事業による補助金の支給や、行政からの訓
練への支援及びバックアップの成果です。

効率性 Ａ

自治会が行う自主防災訓練の回数は増加傾向にあり、
市民の防災意識を高める上でも補助金の交付及び活動
の支援は継続して実施していく必要があります。また、
防災資器材の購入については「千葉県地域防災力向上
総合支援補助金」を活用し、財源確保を行っています。

避難者への情報提供
や全国避難者情報シ
ステム等の管理を行
い、支援を継続してい
きます。

自主防災組織の発足
を促進するため、自主
防災組織を結成する
自治会等に防災資器
材購入や自主的に行
う防災訓練等の活動
を支援するために活動
補助金を交付します。
また、防災リーダーを
育成するために助成
金を交付します。

現行どおり

現行どおり

番号 事務事業名 担当部署 目的

1
地域災害対策事
業

危機管理室

大地震等の自然災害
から市民の生命、身
体及び財産を保護す
ることを目的に、災害
対策に関する諸事業
を実施することによ
り、災害発生時の被
害の防止及び軽減を
行う。

事業の展開方針

令和３年度

地域防災計画に基づ
く防災対策を計画的
に進め、災害から市
民の生命、身体、財産
を保護するため、防災
訓練や防災行政無線
等の維持管理、備蓄
品の整備を行う。

防災資器材や備蓄品
の購入により適切な
管理等を実施できま
した。また、地域防災
力を向上させるため、
自助、共助、公助の
役割を明確にし、事
業者を含めた地域と
連携した防災対策を
進めることができまし
た。
本市における国土強
靭化に関する施策の
総合的かつ計画的な
推進のための基本的
な方針として「四街道
市国土強靭化地域計
画」を策定しました。

現行どおり

災害の発生は予想で
きないため、平素より
防災資器材や備蓄品
の適切な管理等を確
実に実施していく必要
があります。また、地
域防災力を向上させる
ため、自助、共助、公
助の役割を明確にし、
事業者を含めた地域と
連携した防災対策を進
めていきます。
さらに、国土強靭化地
域計画で定められた
各種施策を推進しま
す。

事業概要

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

3
自主防災組織育
成事業

危機管理室

自主防災組織への補
助金を支出すること
により、組織での防災
訓練や防災啓発活動
が行われ、自主防災
組織の活動の活性化
や防災機能を強化す
ることができました。
また、助成により、防
災リーダーを育成で
きました。

大規模災害が発生し
た場合には、行政機
関のみでは対応に限
界があることから、地
域住民の連携による
自主防災組織を育成
することにより、災害
発生時の初動対策を
強化し、災害による被
害の防止、軽減を行
う。

自主防災組織の発足
を促進するため、自主
防災組織を結成する
自治会等に防災資器
材購入補助金を交付
する。また、自主的に
行う防災訓練等の活
動を支援するために
活動補助金を交付す
る。

2
災害復興支援事
業

危機管理室
四街道市への避難者
に対し、支援を行うこ
とができました。

被災者相談受付、各
種連絡事務、全国避
難者情報システム登
録支援、原発避難者
特例法に係る庁内調
整などを行う。

平成２３年３月１１日
に発生した東日本大
震災による被災者の
支援を行う。
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番号 事務事業名 担当部署 目的
事業の展開方針

令和３年度

事業概要

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

妥当性 Ａ

国民保護法及び県の国民保護に関する計画に基づく、
市の国民保護に関する計画により、市民の協力を得つ
つ、他の機関と連携協力し、自ら国民の保護のための
措置を実施することが義務付けられています。そのた
め、武力攻撃や武力攻撃以外の緊急対処事態から市
民の生命、身体、財産を保護することは必要不可欠で
す。

有効性 Ａ

武力攻撃や緊急対処事態から市民の生命、身体、財産
を保護するために国民保護計画に関する啓発や防災訓
練等により市民に周知を行っており、防災・危機管理体
制が強化されています。

効率性 Ａ

人命保護については、地域防災計画と目的が同じです
が、現在、国民保護計画推進事業においては国民保護
協議会にかかる報償費や機器の維持費が主であるため
削減は難しい状況です。

妥当性 Ａ

市の業務に関する危機管理を推進し、各所管部署の危
機管理意識を向上させることで、危機的状況の発生を
未然に防ぎ、さらに自らの業務において、危機的状況を
発生させないために危機管理対策を講じる必要があり
ます。

有効性 Ａ

突発的な危機から市民の生命・財産を保護するため各
所管部署におけるマニュアルの整備を積極的に進める
と共に職員個人の危機対応能力を向上させ、危機事案
発生時の初動対応と体制整備及び危機発生時に的確
に対応するための体制を確立します。

効率性 Ａ

危機管理は、自らの業務に責任を持つこと、予測できる
危険を発生させないためにとる行動であり、マニュアル
は手順等を示し、全員で情報を共有することにより、危
機管理体制の強化につながります。人的コストが必要と
なりますが、それ以外はほとんど費用を要しません。

妥当性 Ａ

新型コロナウイルス感染症が流行している中、災害が発
生し、避難所を開設する場合、避難所は比較的密な状
態になりやすいため、可能な限り感染拡大を防止するた
めの対策が必要となります。

有効性 Ａ
新型コロナウイルス感染拡大を防止するための衛生用
品等の分散備蓄により、各避難所における早期の対応
が可能になります。

効率性 Ａ
新型コロナウイルス感染拡大を防止するための衛生用
品等の購入及び倉庫の設置については、国の財政支援
である「地方創生臨時交付金」を活用しています。

6

新型コロナウイ
ルス対策危機管
理用備品等整備
事業

危機管理室

新型コロナウイルス
感染症が流行してい
る中、災害発生時に
おける避難所等での
感染拡大を防止す
る。

感染拡大を防止する
ための衛生用品等の
備蓄及び備蓄のため
の各避難所への倉庫
の設置。

災害発生前に、新型
コロナウイルス感染
拡大を防止するため
の衛生用品等の備蓄
を進め、災害時にお
ける避難所での感染
拡大を防止するため
の準備ができました。
なお、倉庫の設置に
ついては、令和３年度
に繰り越しました。

現行どおり

新型コロナウイルス感
染拡大を防止するた
めの衛生用品等の備
蓄及び備蓄のための
各避難所への倉庫の
設置を進めていきま
す。

現行どおり

武力攻撃や緊急対処
事態から市民の生命、
身体、財産を保護する
ために国民保護計画
に基づき、防災・危機
管理体制を強化してい
きます。

現行どおり

市の業務に関する危
機管理を推進し、危機
的状況の発生を未然
に防ぐため、危機管理
指針に基づき危機管
理マニュアルの作成を
推進します。
また、昨年度に引き続
き、業務継続計画（ＢＣ
Ｐ）の改定を進めま
す。

爆破や薬物散布等の
予告事件に的確に対
応するため、「市有公
共施設への爆破予告
等対応マニュアル」を
作成しました。
また、業務継続計画
（ＢＣＰ）の改定に向け
た準備を進めました。

4
国民保護計画推
進事業

危機管理室

全国瞬時警報システ
ムの適切な機能維持
及び運用ができまし
た。

5 危機管理事業 危機管理室

危機事案発生時の初
動対応と体制整備及
び危機発生時に的確
な対応を行う。

突発的な危機から市
民の生命・財産を保護
するために作成される
危機管理指針に基づ
く危機管理マニュアル
の整備を推進する。

武力攻撃事態等にお
いて、国民の生命・身
体及び財産を保護
し、武力攻撃に伴う被
害を最小限にするこ
とができるように、国
や地方公共団体の役
割とその具体的な措
置を行う。

武力攻撃や緊急対処
事態から市民の生
命、身体、財産を保護
するための体制整備
を推進するとともに、
国民保護協議会を開
催し、国民保護措置
について審議する。
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番号 事務事業名 担当部署 目的
事業の展開方針

令和３年度

事業概要

令和２年度

事業成果 事業の評価
事業の
方向性

妥当性 Ａ

新型コロナウイルス感染症が流行する中で、災害が発
生し避難を必要とする場合は、可能な限りの分散避難
が感染拡大の防止に有効と考えられ、地区集会場等も
分散避難の場となることが想定されますが、当該場所に
おける感染拡大を防止するための対策も必要です。

有効性 Ａ

新型コロナウイルス感染拡大を防止するための衛生用
品等を各地区でも備蓄することにより、地区集会場等を
避難所の代替え場所として使用する際にも、早期の対
応が可能になります。

効率性 Ａ
自主防災組織、或いは区・自治会に対する給付金につ
いては、国の財政支援である「地方創生臨時交付金」を
活用しています。

災害発生前に、新型
コロナウイルス感染
拡大を防止するため
の衛生用品等の備蓄
が進められ、災害時
において活用する地
区集会場等での感染
拡大を防止するため
の準備ができました。

完了
令和２年度のみの事
業です。

7

新型コロナウイ
ルス対策自主防
災組織等特別給
付金事業

危機管理室

新型コロナウイルス
感染症が流行してい
る中、災害時、避難
所を必要とする場合、
可能な限りの分散避
難を行うために、地区
集会場等を活用する
ことを想定し、その際
の感染拡大の防止を
行う。

分散避難時の活動主
体として考えられる自
主防災組織、或いは
区・自治会において、
感染拡大の防止を目
的とした衛生用品等を
備蓄するための支援
を行う。
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